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（継続開示） 厚生年金基金解散に伴う特別損失の発生に関するお知らせ  
 

 

平成25年11月25日「厚生年金基金の特例解散に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、当社

が加入する「大阪自動車整備厚生年金基金」は、平成25年11月19日開催の代議員会において特例解散

の方針を決議いたしました。その際未確定でありました解散に伴う費用の金額につきましては、未だ

現時点で確定しておりませんが、同基金の平成24年度（平成25年3月31日現在）の決算内容及び当社

負担割合を基に当該費用の金額を見積りましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１．解散に伴う費用の発生と業績に与える影響 

当社は、同基金の解散に伴う損失の発生に備えるため、同基金の平成 24 年度決算及び当社負

担割合に基づき、その負担相当額を連結で 55,000 千円、個別で 55,000 千円を特別損失として平

成 26 年 3 月期に計上いたします。業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

２．解散の時期 

解散の時期につきましては、実際の解散の例を踏まえますと、解散の方針が決議された時点か

らおよそ 2年程度を要しておりますことから、平成 27 年 10 月頃となる見込みであります。 

また、当社の負担相当額の納付につきましても、同時期以降になる予定であります。 

 

以上 
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